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１　はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

本町は、平成１７年１０月の合併以降、人口減少対策としてさまざまな事

業を実施してきましたが、人口は減少傾向が続いています。 

一方で、本町は峡南地域内においては比較的ゆるやかな人口減少率で推移

しており、県内町村の中では『住みやすいまち』として認知されていること

から、これまでの事業の実施により、一定の成果が認められる状況にありま

す。 

しかしながら、少子化の歯止めまでに至っておらず、出生数も年々減少傾

向にあることから、将来における町立小中学校のあるべき姿について、教育

委員会へ検討を要請しました。 

このたび、市川三郷町立小中学校適正規模・配置等検討委員会からの答申

を受け、教育委員会からの基本計画が明示されました。 

本計画はこの答申からの基本計画を柱として、町としての小中学校の配置

や地域の活性化に向けた計画を策定したものであります。 
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２　統合対象となる小中学校　　　　　　　　　　　 

 

◆中学校 

・三珠中学校、市川中学校、市川南中学校、六郷中学校すべてを統合対象とし、

中学校を新設します。 

 

◆小学校 

・市川小学校、市川南小学校、市川東小学校を統合対象とし、小学校を新設し

ます。 

・大塚小学校、上野小学校を統合対象とし、小学校を新設します。 

・六郷小学校は、統合対象外とし、現状のままとします。 
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３　新設学校の開校時期及び校舎　　　　　　　　　 

 

◆中学校 

・新設する中学校は、令和１１年４月の開校とし、校舎については、閉校とな

る市川中学校校舎を利用します。なお、必要に応じて改修を実施する方針と

します。 

 

◆小学校 

・市川地区に新設する小学校は、令和１４年４月の開校とし、校舎については、

閉校となる市川小学校校舎を利用します。なお、屋内運動場の改築と必要に

応じた改修を行います。 

・三珠地区に新設する小学校は、令和１７年４月の開校とし、校舎については、

閉校となる上野小学校校舎または三珠中学校校舎を新校舎予定地として、改

築または改修のいずれかの整備を検討します。 

実施計画の検討・作成
（中学校） 設計・改修工事
（ 〃 ） 開校準備委員会

閉校準備委員会
新設中学校開校（R11）

（小・市川）設計・改修工事
（   〃  ）開校準備委員会

閉校準備委員会
新設小学校開校（R14）

（小・三珠）設計・改修工事
（   〃  ）開校準備委員会

閉校準備委員会
新設小学校開校（R17）

閉校する校舎の利活用などの検討

〈今後のスケジュールについて〉

※スケジュールについては、今後の進捗状況により変更となる場合があります。

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度

R12
年度

R13
年度

R14
年度

R15
年度

R17
年度

R16
年度

R18
年度
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４　通学方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

通学方法は、徒歩、自転車、スクールバスを基本としますが、本町中心地

を縦断し、７つの駅が設置されているＪＲ身延線の有効活用、有効利用の観

点から電車での通学も併せて検討します。 

 

５　閉校した校舎の利活用　　　　　　　　　　　　 

 

閉校となる校舎の利活用については、民間利用を視野にサウンディング型

市場調査　等を実施する中で、地域の活性化としての利用や活用策について、

地域の皆様のご意見を伺いながら、丁寧に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）※サウンディング型市場調査 

事業発案段階や事業化検討段階において、事業内容や事業計画案等に関して、直接の対話により民間事業者の意

見や事業提案等の情報収集を目的とした手法です。 

※
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６　地域活性化の考え方　　　　　　　　　　　　　 

 

町では、地域活性化の推進にあたり、住民が主体的に地域課題の解決や魅力

の創出に取り組む体制の構築を重要な施策の一つとして位置づけています。 

地域に対する誇りと愛着を醸成し、持続可能な地域づくりを実現することを

目的として、主体的に活動を展開する住民グループを支援します。 

町としては、これらの考えを踏まえるとともに町の最上位計画である市川三

郷町第３次総合計画に則り、次の地域活性化策に取り組む方針とします。 

◆伝統産業の振興や地域の特性を生かした企業誘致に努め、地域の稼ぐ力の 

向上と地域雇用の創出に取り組みます。 

◆農業の高収益化と新規就農者の確保に取り組みます。 

◆効果的なイベントの開催をはじめ地域資源や自然を生かした誘客に取り 

組みます。 

◆子育て支援の充実や子育て関係機関の活動を支援し、子育て環境の充実に 

取り組みます。 

◆コミュニティバスなど公共交通機関の充実に取り組みます。 

◆産官民協働のまちづくりとして、地域コミュニティ活動の支援やワークイ 

ンライフ　の推進に取り組みます。 

◆人口減少対策として、移住定住の推進に取り組みます。 

 

 

 

注）※ワークインライフ 

働くことが人生の一部であることを意識し、仕事と生活が一体となって満たされていく生き方を指す考え方です。

※




































